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構造設計のダブルチェック

建築・構造について

改正建築基準法では、建物の構造設計について、第三者機関による構造審査（ピアチェック）が義務化されまし

た。一定の規模以上の建物が対象ですが、フィンチでは義務化されていない小規模の建物についても、第三者機

関によるピアチェックを行っております。

２ヶ所で構造計算を検証することにより、取り返しのつかないうっかりミスや、失敗を防ぐための予防策が取ら

れているのです。

改正建築基準法施行から建築主に課せられたピアチェック。より質の高いマンションを提供する立場から、法規

の改正前からフィンチではこれをいち早く導入していたのです。

２ヶ所で構造計算を検証する。
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